
報告第１号 

 

非強制徴収公債権等の放棄について 

 

和光市債権管理条例（平成２８年条例第２２号）第１４条第１項第１号の規定により非

強制徴収公債権等を放棄したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

１ 非強制徴収公債権等の概要 

  月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員として任用された者が月の途

中で退職したことにより納付を求めていた支給済の報酬額等の額。 

 

２ 放棄した額 

 ８６，０３９円 
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